
鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成19年５月25日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第51号

鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例（平成14年鳥取県条例第６号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（あっせん） （あっせん）

第４条 略 第４条 略

２ 知事は、前項の申請があった場合において、当該 ２ 知事は、前項の申請があった場合において、当該

申請に係る個別労働関係紛争が次の各号のいずれか 申請に係る個別労働関係紛争が次の各号のいずれか

に該当するときは、同項の規定にかかわらず、あっ に該当するときは、同項の規定にかかわらず、あっ

せんを行わないことができる。 せんを行わないことができる。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待 (４) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113 遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113

号）による解決の援助を求められたものであって 号）による解決の援助を求められたものであって

同法による都道府県労働局長による助言、指導若 同法による都道府県労働局長による助言、指導若

しくは勧告がされ、若しくはこれらをしないこと しくは勧告がされ、若しくはこれらをしないこと

が決定されるまでの間にあるもの又は同法第18条 が決定されるまでの間にあるもの又は同法第14条

第１項の紛争調整委員会に係属しているもの若し 第１項の紛争調整委員会に係属しているもの若し

くは同法による調停が成立したもの くは同法による調停が成立したもの

(５)～(８) 略 (５)～(８) 略

３ 略 ３ 略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


